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教育総務課主査 福島洋輔 
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教育総務課主査 福島洋輔 

会

議

次

第 

１ 開  会 

２ 委嘱状交付 

３ 教育長挨拶 

４ 自己紹介 

５ 会長及び副会長の選出 

６ 会長及び副会長挨拶 

７ 議  題 

⑴ 教育振興基本計画について 

⑵ 北本市教育振興基本計画の策定の手続について 

⑶ 北本市教育振興基本計画（案）について 

⑷ そ の 他 

８ 閉  会 

配 布 資 料 

１ 次第 

２ 北本市教育振興基本計画検討会議委員名簿 

３ 座席表 

４ 資料１ 教育振興基本計画について 

５ 資料２ 新しい教育基本法について（国資料） 

６ 資料３ 教育振興基本計画（国資料） 

７ 資料４ 埼玉県教育振興基本計画 概要資料（県資料） 

８ 資料５ 教育振興基本計画策定スケジュール 

９ 資料６ 北本市教育振興基本計画検討会議設置要綱及び北本市教育振興基本計画検討

会議委員名簿 

10 資料７ 平成２４年度北本市教育行政の重点施策 

11 資料８ 北本市教育振興基本計画（案） 

 



    会 議 記 録  

発 言 者 発 言 内 容 

 

吉野教育部副部長 

 

 

 

 

 

 

小尾教育長 

 

 

委員及び事務局 

 

 

 

 

吉野教育部副部長 

 

 

 

 

 

小尾教育長 

 

 

 

 

千葉委員 

 

小尾教育長 

 

佐藤委員 

 

小尾教育長 

 

 

 

 

 

小尾教育長 

 

 

 

 

 

 

  

１ 開  会 

 

 

２ 委嘱状交付 

 ＜教育長から委員への委嘱状の交付＞ 

 

 

３ 教育長挨拶 

 

 

４ 自己紹介 

 

 

５ 会長及び副会長の選出 

 

次第５の「会長及び副会長の選出」に移る。本日は、初回の会議ということ

で、本会議の会長及び副会長が不在となっている。会長及び副会長が選任され

るまでの間、教育長を仮議長として議事の進行をさせていただきたい。 

   

  ＜委員：異議なしの声＞ 

 

それでは、私が仮議長を務めさせていただく。 

この会議の会長及び副会長は、北本市教育振興基本計画検討会議設置要綱第

５条第１項の規定により、委員の皆様の互選により選出することとなってい

る。立候補する方又は推薦する方の発言を求める。 

 

会長には佐藤委員が適任と考える。 

 

他に発言はあるか。 

 

副会長に千葉委員が適任と考える。 

 

他に発言はあるか。 

ただいま、会長に佐藤委員、副会長に千葉委員を推薦する旨の御発言があっ

た。皆様いかがですか。 

 

  ＜委員：異議なしの声＞ 

 

佐藤委員が会長に、千葉委員が副会長に就任することに決する。 

 

＜会長、副会長の席の移動＞ 

 

 

６ 会長及び副会長挨拶 

 



小尾教育長 

 

 

 

 

小尾教育長 

 

 

 

吉野教育部副部長 

 

 

 

 

 

 

佐藤会長 

 

福島主査 

 

 

 

佐藤会長 

 

 

 

 

佐藤会長 

 

 

 

 

佐藤会長 

 

 

福島主査 

 

 

 

佐藤会長 

 

 

 

 

佐藤会長 

 

 

 

 

  続いて、次第に基づき、会長、副会長に選出されたお二人に挨拶をお願いす

る。 

 

＜佐藤会長、千葉副会長の挨拶＞ 

 

会長、副会長が決まったので、仮議長の任を解かさせていただく。 

 

＜公務により教育長退室＞ 

 

続いて議題に入るが、議事の進行については、佐藤会長にお願いする。 

 

 

７ 議  題 

 

⑴ 教育振興基本計画について 

  

 「⑴ 教育振興基本計画について」事務局より、説明をお願いする。 

 

＜資料１ 教育振興基本計画について、資料２ 新しい教育基本法について

（国資料）、資料３ 教育振興基本計画（国資料）、資料４ 埼玉県教育振

興基本計画概要資料（県資料） に基づく説明＞ 

 

事務局より、「教育振興基本計画について」説明が終了した。質疑はある

か。 

 

―特になし―  

 

 この議題は終了する。 

 

 

⑵ 北本市教育振興基本計画の策定の手続について 

 

続いて、次第７⑵「北本市教育振興基本計画の策定の手続について」事務局

より、説明をお願いする。 

 

＜資料５ 教育振興基本計画策定スケジュール、資料６ 北本市教育振興基本

計画検討会議設置要綱及び北本市教育振興基本計画検討会議委員名簿 に

基づく説明＞ 

 

事務局より、「北本市教育振興基本計画の策定の手続について」説明が終了

した。質疑はあるか。 

 

―特になし― 

  

 この議題は終了する。 

 

 

⑶ 北本市教育振興基本計画（案）について 

 



佐藤会長 

 

  

福島主査 

 

 

佐藤会長 

 

 

坂本委員 

 

吉野教育部副部長 

 

 

 

 

 

坂本委員 

 

 

吉野教育部副部長 

 

 

千葉副会長 

 

 

吉野教育部副部長 

 

 

下村委員 

 

 

 

 

福田文化センター所長 

 

金子委員 

 

  

 

 

  

  

佐藤会長 

 

 

 

 

 

続いて、次第７⑶「北本市教育振興基本計画（案）について」事務局より、

説明をお願いする。 

 

＜資料７ 平成２４年度北本市教育行政の重点施策、資料８ 北本市教育振興

基本計画（案） に基づく説明＞ 

 

事務局より、「北本市教育振興基本計画（案）について」説明が終了した。

質疑、意見はあるか。 

 

  資料７の「北本市教育行政の重点施策」は毎年度作成しているのか。 

 

  「埼玉県教育振興基本計画」を参考に本市の重点施策を毎年度作成し、それ

に基づき各施策を執行している。資料７の「北本市教育行政の重点施策」はＰ

ＤＣＡサイクルでいうＰ（計画）の部分に当たる。今回の「北本市教育振興基

本計画（案）」は北本市独自で平成２５年度から２９年度までのＰ（計画）を

定めるものである。 

  

  今年度、北本市教育振興基本計画を策定すると、来年度以降の「北本市教育

行政の重点施策」の作成はどうなるのか。 

 

  来年度からは「北本市教育振興基本計画（案）」に基づき、単年度における

重点施策を策定する。 

 

  「北本市教育振興基本計画（案）」と「埼玉県教育振興基本計画」とを照ら

し合わせると項目などに少し違いがあるが、これはどのようなことか。 

 

  「北本市教育振興基本計画（案）」は国や県の教育振興基本計画を参酌しつ

つ、北本市独自の施策を策定したため、その部分において差が出ている。 

 

  「北本市教育振興基本計画（案）」の７３ページ、主な取組「図書館運営の

充実」について、視覚障害者や普通の印刷物を読むことが困難な人々のために

図書館ではディジー図書の貸出サービスを行っているが、その取組について、

計画へ位置付けないのか。 

   

  次回までに検討する。 

 

「北本市教育振興基本計画（案）」は教育基本法第１７条にのっとり国や県

の計画を踏まえて作成されており、北本市の独自性も盛り込まれている。ま

た、内容においては、用語解説や具体的な数値目標の設定なども行われてお

り、全体的に見て大変すばらしいものとなっている。ただ、「北本市教育振興

基本計画（案）」の統計に若干古いデータが含まれているので、変更できるも

のについては最新のデータに変更してほしい。 

 

他に意見はあるか。 

委員皆様のそれぞれの観点から「北本市教育振興基本計画（案）」を確認い

ただき、意見がある場合は、９月１４日（金）までに事務局にお知らせいただ

きたい。また、事務局においては、次回の会議までに本日委員から出た意見と

９月１４日（金）までに出た意見を整理し、それらに対する対応等も含めて、

次の会議の資料として示していただきたい。 



佐藤会長

福島主査

佐藤会長

千葉司会長

@の議題は終了する。

㈹ そ の 他

続いて、 次第7l41 「その他@ ほついて、 委員又は事務局から発言を求める。

次回の会議の予定にっいて、 事前に抑えさせていただいているが、 I O月 I
8 日 (木) 午前に予定しているのでご了承願がたい。 また、 予備目 と して抑え
させていただいている、 1 I月 2日 (金) 午後も併せてお願いしたり。

また、 会長からも発言がぁ り ましたが、 北木市教育振興基本計画 (案) につ
いて内容を確認していただき意見等がめる場合は、 9戸I4 日 (金) までに事
務局にお知らせいただきたい。 次回の会議までに本日 の意見と 9戸 1 4 日

(金) までに出た意見を整産し、 それらに対する対応を示きせていただきた

他に何かぬるか。
無いよ う なので、 この議題にっいては終了とする。

8 閉 会

議事のてん未 ・ 概要を記載し、 その相違なきを証するためここに署卒する。

目ユダ年 ダ 月 ユ/。
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